
指定管理者の候補者の選定結果概要 

施設名称 きのもと交遊館 

施設所管課 市民協働部市民協働推進課 

施設概要 

所在地 ：滋賀県長浜市木之本町木之本 1118番地 

開設  ：平成 18年 

施設内容：学習室、資料閲覧室、ホール 

募
集
概
要 

募集方法 非公募 

募集要項配布期間 平成 27年 11月 10日～平成 27年 12月 11日 

申請書類受付期間 平成 27年 12月 ７日～平成 27年 12月 11日 

募
集
内
容 

指定期間 平成 28年 ４月 １日～平成 31年 ３月 31日（３年間） 

指定管理 

業務内容 

①長浜市立公民館条例第３条各号に関する業務 

(1)定期講座を開設すること。 

(2)討論会、講習会及び展示会を開催すること。 

(3)図書、記録、模型、資料等を備えその利用を図ること。 

(4)体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 

(5)各種団体、機関等の連絡を図ること。 

(6)その施設を市民の集会その他の公共的利用に供すること。 

②管理施設の維持管理に関する業務 

③管理施設の使用許可に関する業務 

④管理施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 

⑤その他市長が必要と認める業務 

指定管理料 

限度額 

平成 28年度 4,102,000円 

平成 29年度 4,102,000円 

平成 30年度 4,102,000円 

※この額は、現行の消費税率（８％）にもとづき積算しています。

なお、協定の締結および支払いにおける指定管理料の額は、そ

の時期に応じた消費税率で計算し直したものとします。 

応募状況 

申請者（合計１者） 

所在地 名称 

長浜市木之本町木之本1118番地 Ｋ－ＺＯＨＮ運営協議会 
 

審
査
の
概
要
及
び
結
果 

審査方式 

長浜市指定管理者選定委員会第１委員会において、指定管理者指

定申請書の審査や申請者へのヒアリング等を実施し、審査基準に

もとづき申請内容を総合的に判断し、指定管理者の候補者として

の妥当性を審査した。 

選定委員会委員

（敬称略、順不同） 

①本城 善男 （本城税務会計事務所 税理士） 

②小林 喜八郎（元長浜公民館長） 

③佐野 元昭 （市民活動団体「KOKOKU」代表） 

④米澤 辰雄 （長浜市市民協働部 部長） 

⑤佃  光広 （長浜市北部振興局 局長） 

⑥福島 一夫 （公募委員） 

審査経過 

第４回選定委員会（平成 27年 10月 29日開催） 

施設所管課から指定管理者の募集概要の説明を受け、募集要

項、仕様書等を審査し、募集方法及び審査基準を決定した。 

第６回選定委員会（平成 28年１月 14日開催） 

 申請者の申請書の審査及びヒアリング等を実施し、審査基準ご

とに採点を行い、その採点結果を判断基準として指定管理者の

候補者の適否を判断した。 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審

査

の

概

要

及

び

結

果 

審査基準 

①事業計画書による公の施設の運営が住民の平等な利用を確保

できるものであること。 

②事業計画書の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮する

ものであること。 

③公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減

が図られるものであること。 

④事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経

営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがある

こと。 

※上記①～④のほか、自由提案の評価を反映させます。 

審
査
結
果 

指定管理者 

の候補者 
Ｋ－ＺＯＨＮ運営協議会 

審査結果 

及び理由 

【審査基準に基づく採点結果】 

審査基準 配点 申請者の点数 

審査基準① 180 150 

審査基準② 420 335 

審査基準③ 210 167 

審査基準④ 270 215 

自由提案 120 99 

合計 1,200 966 

（参考）100点換算割合 100 80.50 

【指定管理料の提示額】 

申請者 提示額（３年間） 

Ｋ－ＺＯＨＮ運営協議会 平成 28年度 4,102,000円 

平成 29年度 4,102,000円 

平成 30年度 4,102,000円 

【理由】 

きのもと交遊館は市北部地域の情報発信と地域づくりの拠点

施設である一方で、地域住民の憩いと交流の場として活用されて

いるところである。候補者は、これらの観点、指定管理者として

の実績、地元に根ざした構成団体のつながり、イベント等を通じ

た地域との密着性などから、安定かつ継続した施設の管理運営を

図ることができると思料する。また、北国街道沿いという施設の

立地特性を活かしたおもてなしによる自主事業の提案には、施設

の設置目的である来街者と地元住民の交流促進が期待できるも

のである。以上により、地域密着の施設運営により、より多くの

利用者数と満足度が得られると期待できることから、指定管理者

の候補者として適当と判断した。なお、従前は大型のイベント利

用が主であったことから、今後は一層の利用促進、とりわけ地域

で活躍する女性団体の利用が図られるよう期待したい。 

市が選定する 

指定管理者の候補者 

Ｋ－ＺＯＨＮ運営協議会 

長浜市指定管理者選定委員会第１委員会の審査結果をふまえ、

長浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第４

条の各号のいずれにも適合し、最も適切に管理を行うことができ

ると認められるため、上記の団体をきのもと交遊館の指定管理者

の候補者に選定した。 

 


